
令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
百
条
第
一
項
及
び
第
百
三
条
第

一
項
並
び
に
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六

年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
石
綿
障
害
予
防
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
及
び

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術

の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
一
月
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之

石
綿
障
害
予
防
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
及
び
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間

事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令

（
石
綿
障
害
予
防
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

石
綿
障
害
予
防
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
二
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
改
正
後
欄
の
石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
第
四
条
の
二
第
一

項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

船
舶
（
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
限
る
。）の
解
体
工
事
又
は
改
修
工
事





第
一
条
中
石
綿
障
害
予
防
規
則
様
式
第
一
号
を
様
式
第
一
号
の
二
と
し
、
附
則
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
を
様
式
第
一
号
の
二
と
し
、
附
則
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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第
二
条
の
表
改
正
後
欄
の
石
綿
障
害
予
防
規
則
第
三
条
第
四
項
及
び
第
七
項
第
九
号
中
「
建
築
物
」
を
「
建
築
物
及
び
船
舶
」
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

表
一

表
一

（
略
）

（
略
）

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働

省
令
第
二
十
一
号
）

第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働

省
令
第
二
十
一
号
）

第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
写
し
の
備
付
け

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

表
二
〜
表
四

（
略
）

表
二
〜
表
四

（
略
）

第
三
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

表
一（

略
）

（
略
）

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働

省
令
第
二
十
一
号
）

（
略
）

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働

省
令
第
二
十
一
号
）

（
略
）

第
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
写
し
の
備
付
け

第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
写
し
の
備
付
け

（
略
）

（
略
）

（
略
）

表
二
〜
表
四

（
略
）

表
二
〜
表
四

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

表
一

（
略
）
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